
男女間賃金格差について
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１ 男女間賃金格差の現状
２ 女性の人生の多様化と経済的自立の重要性
３ 政府における取組の現状



１ 男女間賃金格差の現状
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給与額の男女間格差

・給与金額は、正社員同士、
非正規雇用労働者同士で
比較しても、全体としてみると、
男女間に差。
年齢が高まるにつれて
その差が拡大。

・給与金額は、同じ職業、
経験年数であっても、
男女間で差。

（厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査」より作成）
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男女別・学歴別の年収（2020年）
〇同じ学歴でも男女間で年収の差が存在し、年齢の上昇とともに拡大の傾向を示す。

〇女性大卒者の年収は男性高卒者の年収とほぼ同じ水準である。
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＜一般労働者＞

（注）きまって支給する現金給与額と賞与その他特別給与額を年収換算した値を示した。

（厚生労働省「賃金構造基本統計調査」より作成）
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男女間賃金格差の推移（男性=100としたときの女性の水準）

○一般労働者の所定内給与で見た場合、近年、男女間賃金格差は縮小している。2020年は、男性の平均が

338,800円（月額）、女性の平均が251,900円（月額）。

○勤続年数の男女間の差も同様に縮小している。2020年は、男性の平均が13.4年、女性の平均が9.3年。

（厚生労働省「賃金構造基本統計調査」より作成）

（注）一般労働者：常用労働者のうち、「短時間労働者（同一事業所の一般の労働者より１日の所定労働時間が短いか又は１日の所定労働時間が
同じでも１週の所定労働時間が少ない労働者）」以外の正規雇用労働者および非正規雇用労働者。

勤続年数：男性一般労働者の勤続年数を100とした場合の女性一般労働者の勤続年数。
所定内給与額：男性一般労働者の所定内給与を100とした場合の女性一般労働者の給与水準。
女性労働者割合：労働者に占める女性の割合（％）。 5

所定内給与額

勤続年数
女性労働者割合
（右目盛り）



55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

韓国

日本

イスラエル

英国

ドイツ

イタリア

米国

フランス

ノルウェー

ニュージーランド

OECD（平均）

スウェーデン

カナダ

ポルトガル

デンマーク

55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

イスラエル

日本

ドイツ

米国

カナダ

英国

OECD（平均）

デンマーク

韓国

フランス

スウェーデン

イタリア

ポルトガル

ニュージーランド

ノルウェー

55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

韓国

日本

イスラエル

米国

カナダ

英国

ドイツ

OECD（平均）

ポルトガル

フランス

ニュージーランド

スウェーデン

ノルウェー

イタリア

デンマーク

男女間賃金格差の国際比較（男性=100としたときの女性の水準）

○賃金分布の中央・下位10％・上位10％のいずれの

値で見ても、日本の男女間賃金格差は諸外国と

比較して大きい。

○日本の男女間賃金格差は、OECD（平均）と比較す

ると、中央値で10.7％ポイント、下位10％値で9.1％

ポイント、上位10％値で14.6％ポイント低い水準。

（注）ここで、男女間賃金格差とは、男性賃金の中央値（下位10％

値、上位10％値）を100とした場合の女性賃金の中央値（同上）

の水準を割合表示した数値。フルタイム労働者の週あたり総収

入が対象。
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6（ OECD. Stat の2018年データを利用して作成）
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年齢階級別 正社員と非正規雇用労働者の所定内給与、年収（2020年）

○正社員の男女間賃金格差（所定内給与、年収）はピークとなる「55～59歳」まで拡大を続け、その後縮小。

○年収で見ると、ピーク時（「55～59歳」）の正社員では、女性の水準は男性の約67％に留まる。

（厚生労働省「賃金構造基本統計調査」より作成）

所定内給与（男性＝100としたときの女性の水準）

年収（男性＝100としたときの女性の水準）
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（注）正社員・正職員：一般労働者のうち、事業所で正社員・正職員とする者
正社員・正職員以外：一般労働者のうち、正社員・正職員に該当しない者
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勤続年数別 正社員と非正規雇用労働者の所定内給与の推移（2020年、月額）

○正社員、非正規雇用労働者ともに、勤続年数が増加しても男女間賃金格差は縮小していない。

〇正社員では、男性の賃金カーブの上昇と比較して女性の賃金カーブの上昇は緩やか。
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（厚生労働省「賃金構造基本統計調査」より作成）

（注）正社員・正職員：一般労働者のうち、事業所で正社員・正職員とする者
正社員・正職員以外：一般労働者のうち、正社員・正職員に該当しない者

（厚生労働省「賃金構造基本統計調査」より作成）

女性労働者割合
（右目盛り）
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学歴別・勤続年数別の所定内給与（2020年、月額）

○「高校卒」「高専・短大・専門学校卒」「大学・大学院卒」ともに勤続年数が増加しても男女間賃金格差（所定内給
与）は縮小していない。男女間賃金格差は「0年」から「15～19年」までの間縮小することなく維持され、「20～24年」
で最大となっている。

(千円） (％）

（厚生労働省「賃金構造基本統計調査」より作成）
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大学・大学院卒（正社員・正職員）の所定内給与（2020年、月額）

○大学・大学院卒の一般労働者のうち正社員・正職員に関して、年齢階級別の男女間賃金格差（所定内給与）を見

ると、20代では格差はほとんど見られないものの、年齢とともに徐々に拡大し、50代で最大となっている。

○勤続年数別の男女間賃金格差（所定内給与）を見ると、「0年」の賃金格差が大きく縮小することなく「15～19年」ま

で維持され、「20～24年」で最大となっている。

勤続年数別
（大学・大学院卒の一般労働者のうち正社員・正職員）

（厚生労働省「賃金構造基本統計調査」より作成）
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年齢階級別
（大学・大学院卒の一般労働者のうち正社員・正職員）
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従業員規模別男女間格差（所定内給与）
（民間事業所・一般労働者、2020年）
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運輸業，郵便業 78.3 72.2 80.4 70.1 14.5

情報通信業 77.9 74.8 76.5 67.2 24.6

電気・ガス・熱供給・水道業 77.3 74.2 76.4 77.6 12.0

宿泊業，飲食サービス業 75.1 73.0 76.4 80.2 40.0

生活関連サービス業，娯楽業 74.9 70.2 73.1 74.3 43.6

複合サービス事業 74.8 71.6 74.2 75.1 30.2

医療，福祉 74.5 75.2 76.6 94.5 70.7

鉱業、採石業、砂利採取業 73.3 69.3 72.1 76.7 12.9

建設業 72.7 70.0 74.4 79.9 12.8

不動産業，物品賃貸業 71.9 68.8 70.8 72.3 34.8

学術研究，専門・技術サービス業 71.6 67.9 68.7 69.3 27.4

教育，学習支援業 71.5 69.6 70.4 71.5 48.3

製造業 69.2 63.6 65.1 74.7 23.8

卸売業，小売業 68.2 64.1 66.4 66.2 34.6

金融業，保険業 58.7 55.3 59.5 72.9 53.0

産業計 74.3 70.0 74.1 69.4 35.8

産業別・従業員規模別の男女間賃金格差（男性=100としたときの女性の水準）

○産業別の男女間賃金格差の状況を見ると、女性の従業員が約半数を占める「金融業、保険業」で格差が最も大きい。

〇従業員規模別の男女間格差（所定内給与）を見ると、大企業ほど格差も大きくなっている。

産業別男女間格差（民間事業所・一般労働者、2020年）
(％）

11.2pt

格差小

格差大

（注）産業別男女間格差は所定内給与の格差が小さい順に記載。各項目格差上位５産業を緑、下位５産業を赤で網掛けしている。
（厚生労働省「賃金構造基本統計調査」より作成） 11
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役職別の男女間賃金格差（2020年）

○ 役職別の男女間賃金格差を見ると、同じ役職の中でも男女間賃金格差（年収）が存在する。

（厚生労働省「賃金構造基本統計調査」より作成）
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役職
年収

女性割合
男性 女性 男女間

賃金格差

部長級 943.3万円 783.0万円 83.0％ 9.1％

課長級 812.9万円 702.4万円 86.4％ 12.1％

係長級 644.0万円 550.7万円 85.5％ 22.0％

非役職 483.4万円 380.6万円 78.7％ 39.6％

（注）対象は一般労働者（雇用期間定め無し）。ここでの男女間賃金格差とは、男性=100としたときの女性の水準。



年齢階級別離職率の推移（2020年）

○ 離職率（全体）の推移を見ると、男女間の差は、8.2％ポ

イント（1991年）から3.1％ポイント（2020年）まで縮小。

○年齢階級別に見ると、2010年から2020年にかけて、女性

の離職率は「25～29歳」「30～34歳」「35～39歳」で低下。男

性の離職率は「20～24歳」「25～29歳」「35～39歳」で上昇。

○更に詳しく若年層の離職率の推移を見ると、「25～29歳」

では、男女間の差は18.8％ポイント（1992年）から3.0％ポイ

ント（2020年）まで大幅に縮小。
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2020年・男性

2010年・女性

女性：25～29歳

男性：25～29歳

女性：30～34歳

男性：30～34歳



諸外国における男女間賃金格差の報告・公表制度

国・
地域

導入
時期

対象企業 報告・公表義務の内容
男女間賃金格差
（フルタイム、中央値）

（注１）

EU
（27か国）

検討中

（注２）

従業員
250人以上

男女間の賃金格差に関して国内当局への報告を義務づけ。報告
で５％以上の賃金格差が明らかとなった場合、使用者は労働者
の代表と協力し、共同賃金査定を実施しなければならない。

85.9％

フランス 2018年
従業員
50人以上

「男女平等指数」の公表を義務づけ。指数は、①賃金格差の有無
（40点）、②昇給の男女比率（20点）、③昇進の男女比率（15点）、
④出産・育児休暇からの復帰時の昇給の有無（15点）、⑤給与上
位10人における女性の数（10ポイント）の５項目で採点される。75
点を下回った場合、３年以内に是正措置を講じなければならない。

88.5％

イギリス 2017年
従業員
250人超

男女間の賃金格差の詳細を公表することを義務づけ（時間あたり
賃金や一時金に関する格差（平均及び中央値による比較）など）。
義務違反には罰金が科されることもあり得る。

83.7％

ドイツ 2017年
従業員
500人超

男女平等及び同一賃金に関する報告書の作成・公表を義務づけ。
報告書には、男女同一賃金を実現するための措置（実施しない場
合はその理由）を盛り込まなければならない。

84.7％

アイス
ランド

2018年
従業員
25人以上

企業内の男女同一賃金の仕組みについて、公的認証機関の認
証を取得することを義務づけ。義務違反には罰金が科されること
もあり得る。

87.2％

日本 － － 報告・公表義務なし。 76.5％

（出典） 『諸外国における女性活躍・雇用均等にかかる情報公表等について』（独立行政法人労働政策研究・研修機構、2019年２月）
（注１） 男性賃金を100としたときの女性賃金の水準。EUはeurostatの2019年データ（パートタイム含む、平均値）。それ以外の国はOECD.Statの2018年データ
（注２） 加盟国による同意に基づき、今後、欧州理事会は欧州議会との間で当該指令の最終案について交渉に入る予定（2021年12月６日付プレスリリース）

暫定
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２ 女性の人生の多様化と経済的自立の重要性
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婚姻・離婚件数の年次推移

婚姻・離婚の動向①
・離婚件数は、1960年代と比較して大幅に増加。
・全婚姻件数に占める再婚件数の割合は、1970年代以降、上昇傾向。

近年は、婚姻の約４件に１件が再婚となっている。

（出典）厚生労働省「人口動態調査」より内閣府男女共同参画局作成。

年

（万件）

婚姻件数
離婚件数

（％）

全婚姻件数に占める再婚件数の割合
（右目盛り）

※再婚件数：夫婦とも再婚又はどちらか一方が再婚

離婚・再婚の動向
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婚姻・離婚の動向①男女の寿命について

男 女

90歳時
生存割合 28.4% 52.5%

95歳時
生存割合 11.1% 28.3%

平均寿命 81.64歳 87.74歳
死亡年齢
最頻値（※）

88歳 92歳
100歳以上
の人口 9,766人 69,757人
105歳以上
の人口 715人 5,800人

（※）「死亡年齢最頻値」は死亡者数が最も多い年齢

出典：100歳以上の人口及び105歳以上の人口については総務省「令和２年国勢調査」、その他については厚生労働省「令和

２年簡易生命表の概況」 17



 現代の女性は、出会いから結婚までの交際期間が長くなり、性経験がある未婚者の
割合も高くなっている。このような状況の中で、リプロダクティブ・ヘルス／ライ
ツ（性と生殖に関する健康と権利）の視点がますます重要になっている。

18

（出典）●平均初潮年齢：大阪大学大学院人間科学研究科・比較発達心理学研究室「第12回全国初潮調査結果」より
内閣府男女共同参画局作成。
備考：1987年の数値は1987年調査結果、2015年の数値は2011年調査結果をそれぞれ記載。

●性経験のある未婚者：国立社会保障・人口問題研究所「第15回出生動向基本調査」より内閣府男女共同参画局作成。
設問 「あなたはこれまでに異性と性交渉をもったことがありますか。」（１．ある、２．ない）。
備考：1987年の数値は1987年調査結果、2015年の数値は2015年調査結果をそれぞれ記載。

●平均出会い年齢／平均初婚年齢／平均交際期間：国立社会保障・人口問題研究所「第15回出生動向基本調査」より内閣府男女共同参画局作成。
注：対象は各調査時点より過去５年間に結婚した初婚どうしの夫婦（結婚の過程が不詳の夫婦を除く）。各平均年齢は月齢をもとに算出している。
備考：1987年の数値は1987年調査結果、2015年の数値は2015年調査結果をそれぞれ記載。

●30歳時の未婚割合：総務省統計局「国勢調査」より内閣府男女共同参画局作成。
注：30歳時の未婚割合＝30歳時の未婚者数／30歳時の未婚者数＋有配偶者数＋死別者数＋離別者数
備考：1987年の数値は1985年調査結果、2015年の数値は2015年調査結果をそれぞれ記載。

性経験あり未婚者
（18～19歳）

20.5％

性経験あり未婚者
（20～24歳）

49.3％

性経験あり未婚者
（24～29歳）

61.3％

15歳 20歳 25歳 30歳2015年

平均出会い年齢
24.8歳

平均初婚年齢
29.1歳

平均初潮年齢
12歳2.3ヵ月

性経験あり未婚者
（18～19歳）

17.4％

15歳 20歳 25歳 30歳

性経験あり未婚者
（20～24歳）

31.9%

1987年

性経験あり未婚者
（25～29歳）

40.0%

平均初潮年齢
12歳5.9ヵ月

平均出会い年齢
22.7歳

平均初婚年齢
25.3歳

平均交際期間 2.54年

平均交際期間 4.26年

10代・20代女性のライフイベント年齢

30歳時の
未婚割合

41.9％

30歳時の
未婚割合

14.0％
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昭和60（1985）年と令和２（2020）年の比較（30歳・50歳時配偶状況）

昭和60（1985）年 令和２（2020）年

（国勢調査より作成）

有配偶：61.0％、未婚：37.9％、離別：1.0％、死別：0.1％

男性

女性
昭和60（1985）年 令和２（2020）年

【30歳時点】

【50歳時点】

【30歳時点】

【50歳時点】

【30歳時点】

【50歳時点】

【30歳時点】

【50歳時点】

昭和の時代は９割が50歳時点で配偶者がいたが、令和の時代は３割が配偶者がいない状態。

有配偶：67.6％、未婚：25.9％、離別：6.0％、死別：0.5％

有配偶：43.3％、未婚：55.2％、離別：1.4％、死別：0.0％

有配偶：92.2％、未婚：3.7％、離別：2.9％、死別：1.2％

有配偶：83.4％、未婚：14.0％、離別：2.4％、死別：0.2％

有配偶：85.1％、未婚：4.3％、離別：4.4％、死別：6.2％

有配偶：54.0％、未婚：42.8％、離別：3.2％、死別：0.1％

有配偶：71.7％、未婚：16.4％、離別：10.5％、死別：1.4％
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昭和60（1985）年と令和２（2020）年の比較（家族類型）

夫婦と子供
25.0%

３世代等
7.7%

夫婦のみ
20.0%

単独
38.0%

ひとり
親と子供

9.0%

夫婦と子供
40.0%

３世代等
19.2%

夫婦のみ
13.7%

単独
20.8%

ひとり
親と子供

6.3%

昭和60（1985）年 令和２（2020）年

単独世帯＋ひとり親世帯
1,030万世帯
（27.1%）

単独世帯＋ひとり親世帯
2,615万世帯
（47.0%）

（国勢調査より作成）

ひとり親世帯、単独世帯の合計は、昭和の時代に比べて2.5倍。
全体に占める割合も約半分にまで増えている。

20



日本人の年齢構造と国会議員の年齢構造共働き世帯数と専業主婦世帯数の推移
• 雇用者の共働き世帯は増加傾向。
• 男性雇用者と無業の妻から成る世帯（いわゆるサラリーマンの夫と専業主婦の世帯）は減少傾向。2021年では、夫婦のいる世帯

全体の23.1％となっている。

（出典）総務省「労働力調査(詳細集計)」より内閣府男女共同参画局作成。

（備考） 「雇用者の共働き世帯」とは，夫婦共に非農林業雇用者（非正規の職員・従業員を含む）かつ64歳以下の世帯。 「男性雇用者と無業の妻から成る世帯」とは，夫が非農林業

雇用者で，妻が非就業者（非労働力人口及び失業者）かつ64歳以下の世帯。平成22年及び23年の値（白抜き表示）は，岩手県，宮城県及び福島県を除く全国の結果。

「夫婦のいる世帯」は、夫又は妻に農業・林業就業者や自営業者などを含み、かつ、妻が64歳以下の世帯。

849

462

458

937

1173

1177

0

200

400

600

800

1,000

1,200

14

（2002）

16

（2004）

18

（2006）

20

（2008）

22

（2010）

24

（2012）

26

（2014）

28

（2016）

30

（2018）

2

(2020)

3

(2021)

共働き世帯数と専業主婦世帯数の推移(妻が64歳以下の世帯)

雇用者の共働き世帯

男性雇用者と
無業の妻から成る世帯

[万世帯]

21



昭和60（1985）年と令和２（2020）年の比較（雇用者の共働き世帯数）

722

462

229

1240

483

668

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1985 2020 1985 2020 1985 2020

雇用者の
共働き世帯数

共働き世帯数のうち
妻がフルタイム

（週35時間以上就業している雇用者）

共働き世帯数のうち
妻がパートタイム

（週35時間未満就業している雇用者）

+4.5%

（万世帯）

（昭和60年は総務庁「労働力調査特別調査」（各年２月）、令和２年は総務省「労働力調査（詳細集計）」より作成）

共働き世帯数は大幅に増加したが、フルタイムで働く妻の数は横ばい。
パートタイムで働く妻が３倍増。
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日本人の年齢構造と国会議員の年齢構造所得階級別有業者割合（男女、配偶関係、年齢階級別）
○男女別に見ると、男性では既婚者の方が、女性では未婚者の方が、所得が高い傾向。
○配偶関係別に見ると、既婚者では男性の方が所得が高い傾向。未婚者では男性の方が所得が高い傾向があるが、所得差は小さい。

（備考）総務省「就業構造基本調査（2017年）」より内閣府男女共同参画局作成。
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日本人の年齢構造と国会議員の年齢構造既婚女性の最終学歴と本人の所得の関係
・高校卒業者の約８割、専門学校・短大・高専卒業者の約７割は、所得が200万円未満。
・大学・大学院卒業者で所得が200万円未満の割合は、35歳以上では約６割。
・女性の経済的エンパワーメント（経済的に自立する力）が課題。

7.3%10.8%8.5%7.7% 18.9%15.1% 15.1% 36.9% 30.4% 30.8% 24.9 %16.9%

（備考）１．総務省「就業構造基本調査（2017年）」より内閣府男女共同参画局作成。
２．無業者には1987年以前に前職を辞め現在も無業の者は含まれないため、実際には、2017年時点で50歳代以上の者は無業者がより多い可能性がある。
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1000万円以上

700～999万円
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400～499万円
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200～299万円

100～199万円

100万円未満

無業者
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夫の所得階級別の妻の有業率

・30代の夫の所得階級別に見ると、夫の所得階級が高くなるほど妻の有業率が低くなる（いわゆる専業主婦が
多くなる）傾向。

（％）

（出典）総務省「就業構造基本調査（2017年）」より内閣府男女共同参画局作成。

51.8

58.8

67.7
71.7

71.9
70.1

67.7

66.6
64.4

61.5
58.6

56.0

59.1

64.2

71.4

73.5
72.6

69.9

67.5
66.7 64.4

61.8

58.6

56.0

68.2

73.3
75.4

72.9

68.7

62.6

56.3

54.6

50.8
49.0

48.5

39.7

65.2

69.3

74.5

71.0

67.2

59.5

52.2 51.3

46.3
45.5

41.8

40.1

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

夫が30～39歳

夫全年代

夫が30～39歳
（うち子供がいる世帯）

夫全年代
（うち子供がいる世帯）
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1. 配偶者控除は昭和36（1961）年創設 2.出所：人口動態調査 3.出所：国勢調査 4. 25～29歳と30～34歳の有配偶率の平均 5. 45～49歳と50～54歳の未婚率の平均
6. 普通世帯と準世帯のうち、世帯人数が1人の世帯数を合計して算出。 7. 出所：昭和35年、60年は完全生命表、令和２年は簡易生命表 8. 出所：第14回簡速静止人口表、第39回簡速静止人口表、
令和２年簡易生命表 9. 出所：昭和60年は総務庁「労働力調査特別調査」（各年２月）、令和２年は総務省「労働力調査(詳細集計)」。「労働力調査特別調査」と「労働力調査（詳細集計）」と
では、調査方法、調査月等が相違する点に留意。 10. 2015年の共働き世帯割合を記載 11. 出所：民間給与実態調査。１年を通じて勤務した給与所得者で年末調整を行った者のうちの適用人数。

12. 昭和62（1987）年の適用人数 13.出所：配偶者特別控除適用人数の内数。昭和62（1987）年の適用人数。 14. 昭和61（1986）年適用人数。出所：厚生労働省年金局年金財政ホームページ
15.  出所：令和２年度厚生年金保険・国民年金制度の概況

昭和35（1960）年、昭和60（1985）年と令和２（2020）年の比較

昭和35（1960）年
配偶者控除創設1

昭和60（1985）年
第３号被保険者創設

令和２（2020）年
（1985年からの増加率）

婚姻件数2 86.6万件 73.6万件 52.6万件（▲28.5%）
離婚件数2 6.9万件 16.7万件 19.3万件（+15.6%）
30歳有配偶率3 女性81.2%4

男性71.0%4
女性83.4%
男性61.0%

女性54.0%（▲29.4pt）
男性43.3%（▲17.7pt）

50歳未婚率3 女性1.9%5

男性1.3%5
女性4.3%
男性3.7%

女性16.4%（+12.1pt）
男性25.9%（+22.2pt）

単独世帯数3

（全世帯に占める割合3）
178万世帯6

8.6%6
789万世帯

20.8%
2,115万世帯（+168.1%）

38.0%（+17.2pt）
ひとり親世帯数3

（全世帯に占める割合3） - 240万世帯
6.3%

500万世帯（+108.3%）
9.0%（+2.7pt）

平均寿命7 女性70.19歳
男性65.32歳

女性80.48歳
男性74.78歳

女性87.74歳（+7.26年）
男性81.64歳（+7.16年）

死亡年齢最頻値8 女性80歳
男性75歳

女性86歳
男性81歳

女性92歳(+6年）
男性88歳(+7年）

雇用者の共働き世帯数9

（夫が就業している世帯に占める割合3） - 722万世帯
52.1%

1,240万世帯（+71.7％）
64.3%（+12.2pt）10

うち妻がフルタイム（週35時間以上）9 - 462万世帯 483万世帯（+4.5%）
うち妻がパートタイム（週35時間未満）9 - 229万世帯 668万世帯（+191.7%）

男性雇用者と無業の妻から成る世帯（いわゆる専業主婦世帯）9 - 952万世帯 571万世帯（▲40.0%）
配偶者特別控除適用人数11 - 1,115万人12 122万人
配偶者控除適用人数11 - （1,098万人）13 970万人
第３号被保険者制度適用人数 - 1,093万人14 793万人15
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３ 政府における取組の現状
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「女性活躍・男女共同参画の重点方針2022」（女性版骨太の方針）
４つの柱立ての案

Ⅰ 女性の経済的な自立

Ⅱ 女性が尊厳と誇りを持って生きられる社会の実現

Ⅲ 男性の家庭・地域社会における活躍

Ⅳ 女性の登用目標達成
（第５次男女共同参画基本計画の着実な実行）
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「女性活躍・男女共同参画の重点方針2022」（女性版骨太の方針）の策定に向けて

（首相官邸HPより）

本日の男女共同参画会議では、女性版骨太の方針の策定に向
けた議論を開始いたしました。有識者の皆様方におかれまして
は、それぞれ、数々の御意見を頂きました。御協力に感謝を申
し上げます。
岸田内閣では、個性と多様性を尊重する社会を目指します。

多様な声をあらゆる政策にいかし、全ての人が生きがいを感じ
られる社会をつくってまいりたいと思います。また、本日の説
明にもありましたとおり、地方活性化、男女共同参画の推進、
そして少子化対策、これらは密接に関連しており、若い女性の
地方での定着を促し、全国各地で男女共同参画の好循環を生み
出していく必要があります。こうした社会を実現する鍵として、
４つの柱立てが示されました。

第１に、女性の経済的な自立です。新型コロナは女性の就業や生活に強い影響を及ぼしました。ひとり親等へ
の支援に加えて、同一労働同一賃金の徹底など、男女間の賃金格差の解消に向けた構造的な対応を進めます。ま
た、賃上げ促進税制の控除率の大胆な引上げ、人への投資の抜本的な強化、民間の賃上げに先んじた公的価格の
見直しなど、分配戦略を強化し成長と分配の好循環による女性の所得向上を通じた新しい資本主義の実現に取り
組んでまいります。
第２に、女性が尊厳と誇りを持って生きられる社会の実現です。配偶者暴力への対策を抜本的に強化するとと

もに、性犯罪に関する刑法改正に向けた議論も進めてまいります。また、女性の健康上の課題を技術で解決する、
いわゆるフェムテックの推進などにも力を入れてまいります。
第３に、男性の活躍の場を家庭や地域社会にも広げてまいります。男性の育児休業取得を強力に推進するとと

もに、テレワークなど多様な働き方の定着を促進してまいります。
第４に、第５次男女共同参画基本計画に掲げた目標の達成に向けた取組です。政府としても、公共調達で女性

に優しい企業を優遇するなど、女性の活躍を促進いたします。
来年６月をめどとする女性版骨太の方針の策定に向けて、引き続き議論を深めていただき、実効性のある具体

策を取りまとめていただきたいと存じます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

令和３年11月29日 男女共同参画会議
岸田文雄内閣総理大臣発言
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令和４年１月17日 第208回国会における岸田文雄内閣総理大臣施政方針演説（抜粋）

（首相官邸HPより）

〇世帯所得の向上を考えるとき、男女の賃金格差も大きなテーマです。この問題の是正に向け、
企業の開示ルールを見直します。

○新しい資本主義を支える基盤となるのは、老若男女、障害のある方も、全ての人が生きがい
を感じられる、多様性が尊重される社会です。

○人生や家族の在り方が多様化する中、女性の経済的自立や、コロナ下で急増するＤＶなど女
性への暴力根絶に取り組みます。

○全世代型社会保障構築会議において、男女が希望通り働ける社会づくりや、若者世代の負担
増の抑制、勤労者皆保険など、社会保障制度を支える人を増やし、能力に応じてみんなが支
え合う、持続的な社会保障制度の構築に向け、議論を進めます。 30



令和４年３月８日「国際女性の日」に当たっての岸田内閣総理大臣ビデオメッセージ

皆さんこんにちは。内閣総理大臣の岸田文雄です。

本日３月８日は、１９７５年に国連が定めた「国際女性の日」です。ジェンダー平等と女性のエンパワーメントに日頃から尽力
されている全ての方々の熱意と取組に心から敬意と感謝を表しますとともに、皆様と共にこの日をお祝いしたいと思います。

男女共同参画は、我が国政府の重要かつ確固たる方針であり、国際社会で共有された規範です。私の内閣が目指す個性
と多様性を尊重する社会において不可欠な要素でもあります。
しかし、我が国の現状は、ジェンダーギャップ指数が世界第１２０位であることに表れているように、諸外国に比べて大変立

ち遅れていると言わざるを得ません。こうした現状の背景には、男女間の賃金格差の存在や固定的な性別役割意識など、構
造的な問題があると考えられます。

我が国の女性が直面している課題と構造的な問題への対応の鍵は、「女性の経済的自立」だと考えています。これを岸田
政権の目玉政策である「新しい資本主義」の中核と位置付けました。

民間の賃上げに先んじた公的価格の見直し、男女間の賃金格差の是正に向けた企業の開示ルールの見直し、男女が希望
どおり働ける社会づくりなど、打てる手を全て打ち、女性が経済的に自立できる環境を整えてまいります。

「国際女性の日」に当たり、内閣総理大臣として、我が国及び世界の全ての女性が生き生きと自ら選んだ道を歩んでいける
よう、力を尽くすことを改めてお誓いいたします。

（首相官邸HPより）
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